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入札説明書 

 

１ 入札参加の申込み 

(1) 申込書の提出 

入札に参加するためには、「一般競争入札参加申込書」の提出が必要です。 

ア 提出期限 

令和６年８月１日（木） 午後３時００分（必着） 

イ 提出方法 

     持参又は郵送 

ウ 提出場所 

     青森県県土整備部道路課 路政グループ 

     青森市長島一丁目１番１号 県庁北棟３階 

     電話 ０１７－７３４－９６４８ 

 

(2) 現場説明 

入札参加申込者には、売買物品の下見説明を行います。 

下見説明では、見積項目の留意事項や売買物品の現場確認等の説明を行いますので、

必ず参加してください。 

ア 期  間 

下見が可能な期間は、令和６年８月８日（木）から８月２３日（金）まで（閉庁

日を除きます。）となっております。道路課の職員が立ち会いますので、ウの問い

合わせ先に日程について事前に打ち合わせをお願いします。 

   イ 場  所 

     青森県資材置き場 

     （北津軽郡板柳町野中鶴住地内） 

ウ 問合せ先 

     青森県県土整備部道路課 橋梁・アセット推進グループ 

     青森市長島一丁目１番１号 県庁北棟３階 

     電話 ０１７－７３４－９６５８ 

 

(3) 入札保証金の納付 

ア 入札開始前に、見積もった契約希望金額の１００分の５以上の入札保証金を納め 

ていただく必要があります。入札保証金の額が見積もった契約金額の１００分の５

に不足する場合は、入札が無効となりますのでご注意ください。ただし、次のいず

れかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を免除します。 

    (ｱ) 契約者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した

とき。 
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    (ｲ) 過去２年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契

約を２回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者につ

いて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

イ 入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次のものを提供することによって

これに代えることができます。 

(ｱ) 政府の保証のある債券 

(ｲ) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 

(ｳ) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用

金庫連合会の発行する債券 

ウ 落札者が納付した入札保証金は、売買契約締結後に返還又は契約保証金への充

当手続きを行います。落札者以外の方が納付した入札保証金は、入札終了後に返

還の手続きを行います。 

 

(4) 申込資格 

申込みは、個人、法人を問わず行うことができますが、次のいずれかに該当する方

は申込みできません。 

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第３２条第１項各号に掲げる者 

エ 次のいずれかに該当する者で、その事実のあった後３年を経過しない者及びそ

の者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

(ｱ) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物

件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

(ｲ) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価

格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

(ｳ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(ｴ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(ｵ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

(ｶ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求

を故意に虚偽の事実に基づき過大な額でおこなった者 

(ｷ) この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととさ

れている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人、その他の使

用人として使用した者 

 

２ 入札執行の日時及び場所等 

(1) 日  時  令和６年８月２７日（火） 午後２時００分 

(2) 場  所  青森県庁舎北棟３階県土整備部Ｂ会議室 
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(3) 開札及び落札の決定 

   ア 開札 

     開札は、入札終了後直ちに行います。 

   イ 落札者の決定 

有効な入札を行った者のうち、入札額が県の定める予定価格以上で、かつ最高の

価格をもって入札した者を落札者とします。なお、落札となるべき同価の入札をし

た者が２者以上あるときは、直ちにくじにより落札者を決定します。 

 

３ 契約の締結 

(1) 契約の説明 

落札者決定後には、落札者に対して必要な書類を交付します。 

(2) 契約の締結 

ア 契約の締結期限 

落札者は、落札決定の日から７日以内に、別添物品売買契約書により、県と売買

契約を締結しなければなりません。期限までに契約を締結しない場合は、落札は効

力を失い、入札保証金は県に帰属します。 

イ 費用の負担 

    契約に関して必要な経費は、落札者の負担になります。 

(3) 契約保証金の納付 

ア 契約を締結する際には、契約金額の１００分の５以上の契約保証金を納めていた

だきます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は

一部の納付を免除します。 

(ｱ) 落札者が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したと

き。 

(ｲ) 過去２年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約

を２回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、

その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

イ 入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次のものを提供することによって

これに代えることができます。 

(ｱ) 政府の保証がある証券 

(ｲ) 金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 

(ｳ) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金

庫連合会の発行する債券 

なお、納付済みの入札保証金は、契約保証金に充当することができます。 

 

４ 売買代金の支払い 

  売買代金は、契約を締結した日から１５日以内に納付しなければなりません。納付の

際に、契約保証金を売買代金に充当する場合には、売買代金と契約保証金の差額を納付
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することになります。なお、納付期限までに売買代金の納付がなく、売買契約が解除と

なった場合には、契約保証金は県に帰属します。 

 

５ 所有権の移転及び売買物品の引渡し 

  売買物品の所有権は、売買代金全額の支払いが完了したときに移転するものとし、引

渡書を取り交わし、落札者に引渡します。引渡しを受けた落札者は、受領書を県に提出

するものとします。 

 

６ 売買物品の移転 

売買物品の他の場所への移転は、４の支払いが完了し、売買物品の引渡しを受けた日

から令和６年９月３０日（月）までに行うことになります。移転の日時等については、県

にあらかじめ報告してください。なお、やむをえない理由により期限までに移転が実施

できない（見込みも含む。）場合は、遅滞なく文書により県に報告し、承認を得てくださ

い。 

県に遅延する旨の連絡がなく、期限までに移転できない場合は、売買契約が解除とな

ることがあります。その際、契約保証金は県に帰属します。 

 

７ 入札条件 

(1) 青森県財務規則の定める入札者心得書を遵守すること。 

(2) 入札は原則として３回を限度とし、３回目の入札において落札者が決定しない場合

は地方自治法施行令第１６７条の２第１項第８号の規定により随意契約するものとし

ます。 

 

８ その他（特に注意する点） 

(1) 売買契約締結後に、売買物品に数量の不足その他隠れた瑕疵のあることを発見して

も、契約の解除、売買代金の減額、損害賠償の請求をすることはできません。 

(2) 売買物品の引渡し後の管理及び移転については、落札者の責任で行うものとします。

(3) 積算にあたっての注意事項 

ア 積算項目等について 

(ｱ) 積算項目は、別紙「数量内訳書」に示す物品の買取りと積込運搬等に必要な経

費を見込んでください。 

(ｲ) その他現地での解体搬出にかかる費用を含みます。 

イ 売買物品の現物確認等について 

     別紙「数量内訳書」に記載の数量は概数であり、実際の数量については現物を確

認し判断してください。 

ウ 入札書記載金額等 

(ｱ) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額をもって落札金額とするので

入札書には消費税等相当分を含めた金額を記載してください。なお、入札書には、
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「入札額は、消費税及び地方消費税を含む。」と記載してください。 

(ｲ) 入札書記載金額には、積込運搬費等を考慮した金額としてください。 

 （物品代金）－（積込運搬費等）＝（入札書記載金額）＝（契約金額）となり

ます。 

エ 搬出移転について 

     売買物品の移転は、買主が売買代金を完納し売買物品の引き渡しを受けた日から

令和６年９月３０日（月）までに行ってください。 

(4) 入札関係書類に記載された個人情報は、入札事務及び入札参加資格の確認（警察本

部への情報提供を含む）に使用されます。また、青森県情報公開条例（平成１１年１２

月青森県条例第５５号）に基づく開示が実施されることがあります。 

 

 

 



- 6 - 

 

（別紙） 

数量内訳書 

 

引  渡  場  所 品 名 規 格 重量(t) 

青森県資材置き場 

（北津軽郡板柳町野中鶴住地内） 

鋼材類（旧橋右岸） 

旧橋主桁等 
H1 

 H900 
35.2  

補強リング 
H2 

Φ1800 
0.25  

小計  35.45  

鋼材類（旧橋左岸） 

 

 

 

 

支持杭、主桁等 H1 

 H400 

194.272 

支持杭残材 28.382 

ガードレール支

柱等 
H1 0.9 

ガードレールビ

ーム等 
H2 0.152 

補強リング H2 Φ2.000 0.270 

小計    223.976  

合計   259.426 

 

 


